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新行財政改革実行プランの基本的な考え方

（１）持続可能な財政基盤の確立
成果主義に基づく事務事業の見直し、公債費等将来の財政負担を見据えた
歳出の抑制、県税収入の確保等を実施

（２）スリムな組織による質の高い政策の実現
予算、職員など限られた行政経営資源を最大限に活用するため、職員数の
適正な管理、アウトソーシングの推進、政策推進マネジメントシステムの改定等
を実施

（３）「福井新元気宣言」の財源確保
福井新元気宣言に掲げられた政策を中心に、県民生活の質の向上を図るた
め政策推進枠予算を設け、その財源として150億円を確保

基本的な考え方

平成１９年度から平成２２年度まで（４年間）

推進期間



【参考】これまでの行財政改革

・給料表水準の平均
４．８％引下げ
（平成１８年度～）
・県立大学の公立大学
法人への移行

・新規の大規模施設
整備の原則凍結
・公共事業１件審査の
導入
・政策推進マネジメン
トシステムの策定
・ニューヨーク事務所、
ミラノ事務所の廃止
・外郭団体の統廃合

・アウトソーシング基
本指針の策定
・政策推進グループ
の設置など各部局の
政策立案機能等の強
化
・外郭団体経営健全
化指針の策定

・健康福祉センター
の設置
・農林総合事務所の
設置
・新たな政策評価シ
ステムの導入
・県民パブリックコメ
ントの導入

・嶺南振興局の設置
・保健所の再編
・グループ制、チー
ム制の導入
・観光開発公社、漁
業公社の廃止

主な取組み

１ 国と地方、県と市町
の役割分担を明確に
し、効率的な執行体
制を構築
２ 国から自立した財
政構造を確立するた
めの一層の行財政改
革を推進

１ 「福井元気宣言」
実現の財源確保と
推進体制の整備
２ 国の制度の動向
に大きく影響を受け
ない弾力的で、国か
ら自立した財政構造
の確立
３ 予算や人など限ら
れた行政経営資源
を最大限活用し、県
民の豊かさを最大
限高める「経営手
法」の県政への導入

１ 公正で透明性の
高い行政運営の推
進
２ 評価重視による
県行政の責任領域
の見直し
３ スリムで質の高
い行財政システム
の確立
４ 県民の負担軽減
と県民サービスの
向上
５ 一層の地方分権
の推進

１ スリムな行政組
織を確立する簡素
合理化の推進
２ 質の高い行政運
営を行う総合的な
組織力の向上
３ 県民の視点に
立った行政サービ
スの向上
４ 県民にわかりや
すい公正で効率的
な行政運営の推進
５ 県民とともに拓く
地方分権の推進

基本方針

Ｈ１７～Ｈ２１Ｈ１５～Ｈ１８Ｈ１３～Ｈ１５Ｈ１０～Ｈ１２Ｈ７～Ｈ１１推進期間

行財政改革

実行プラン

行財政構造改革

プログラム

新行政改革大綱

（改訂版）

新行政改革大綱行政改革大綱名称

維持



新行財政改革実行プランの主な取組状況

○平成１７年４月から２３年４月までの６年間で、

一般行政部門１０．０％、県全体で５．０％の削減を目指す。

１３，６９６人

２，９０５人

Ｈ２３．４目標

１０４．６％

９０．７％

進捗率

△５．２％△７５３人１３，６６３人１４，４１６人県全体

△９．１％△２９４人２，９３５人３，２２９人一般行政部門

削減率削減数Ｈ２２．４Ｈ１７．４部 門

定員管理の適正化定員管理の適正化

・平成２２年４月１日現在の職員数

・国体や北陸新幹線等様々な行政課題がある中、各部門（一般行政部門や教育部門、警察
部門、公営企業部門）における継続的な定員の適正管理

今後の主な課題
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【参考】職員数の推移・同規模県との比較

○一般行政部門 ○県全体

△３６８人、△１０．０％人口１００万人

未満県の平均

△２５３人、△７．８％福井県

Ｈ１７→Ｈ２１一般行政部門

△７２０人、△５．０％人口１００万人

未満県の平均

△６５０人、△４．５％福井県

Ｈ１７→Ｈ２１県全体

人口１００万人
未満県平均

福井県
人口１００万人
未満県平均

福井県



質の高い政策の実現質の高い政策の実現

○政策推進マネジメントシステムの活用

・「分析」（ Assessment）を重視したＡＰＤＳサイクルによる組織運営

・政策課題について、県内外の有識者から意見・提案を聞く「政策会議」や部局連携の「課題解決
プロジェクトチーム」を実施

※「ＡＰＤＳサイクル」
「分析（Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ）」→「計画（Ｐｌａｎ）」→「実施（Ｄｏ）」→「評価（Ｓｅｅ）」を循環させる。通常の「ＰＤＳ

サイクル」の「Ｐ（計画）」から「Ａ（分析）」を分離し、最上位に位置づけ機能を強化することにより、ＰＤＳサ
イクル全体の実効力を一層向上させようというもの。

「政策会議」

情報収集の一環として、各政策分野における県内外の有識者、第一人者（国の審議会委員、研究者、

経営者等）を把握し、直接提言を得る。会議形式でなく、知事・部局長等が速やかに提言を得るととも、

政策の企画立案後においても助言を得るなど協力関係を維持する。

→「不登校予備軍を把握し、必要な対策を行うべき」との提言を得て、県独自の基準による不登校調査

を実施する「みんなが元気ふくいっ子事業」に反映 等３１事業に反映

「課題解決プロジェクトチーム」

企画幹以上がリーダーとなり、テーマごとに編成。チームを恒常化させず、新たな課題に対してその都度

チームを編成し、原則として２～３か月、最長でも６か月以内で課題を解決する。

→環境担当課、交通担当課、観光担当課等が連携し、次世代（省エネ）自動車の普及や観光への活用

について検討、「次世代（省エネ）自動車導入推進事業」に反映 等２３事業に反映



○幅広い分野で活躍できる職員の育成、資質・意欲の向上

・職員研修業務を民間委託し、県内外の民間企業関係者や大学の研究者を講師として多数招
聘する等、民間のノウハウを導入した研修を実施

・これまで、事務職がついていた部署に技術職（土木専門や農業専門など）の職員を配置する
など職種間の人事交流を拡大し、幅広い分野で活躍できる職員を育成

→２２年度は７９人（管理職２５人、一般職５４人）を配置

○人事評価制度導入による、能力本位の人材登用を推進
・仕事の成果や仕事の過程における行動・取組姿勢を評価する新たな人事評価制度を導入
２０年度 管理職に導入、２２年度 一般職に導入

○業務改善運動（ＢＰＲ運動）など職員の創意工夫を引き出す制度の充実

・「行政サービス向上」や「能率向上・コスト縮減」の向上を図るために、これまでの慣例や前例等

にとらわれることなく、ゼロベースで業務の進め方を改善する運動を実施

→平成１６年度以降 １，３００件を超える提案と３，０００件を超える活動

・より優先度の高い政策への集中と選択に向けた政策評価や事務事業評価の手法の見直し
など実効性の向上
・地域主権の時代を担う高い専門性と政策立案能力を身に付け、県民の視点に立って自ら考
え行動する職員の育成・確保

今後の主な課題

※ＢＰＲ・・・ビジネス・プロセス・リエンジニアリングの略
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○給料表の水準を平成１８年度から５年間で平均４．８％引下げ

○新たな人事評価制度の導入により、勤務成績に応じた勤勉手当の支給、昇給を実施

・ ２０年度 管理職に導入、２２年度 一般職に導入

○特殊勤務手当をはじめとする諸手当の見直しを実施
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【ラスパイレス指数の推移】

※国家公務員の給与水準を１００として算出した指数

【人件費の推移】
※各年度普通会計当初予算額

・月額手当の日額化（県税事務手当等１４手当）、支給額の引下げ（研修機関教務手当等６手
当）、手当の廃止・統合（除雪作業手当等５手当）

・義務教育等教員特別手当の引下げ（２１～２２年度 平均１．６％）

人件費

一人当たり給与

（８位）

（６位）

（１６位）

（１６位）
（１８位）

・職員給与について社会一般の情勢に適応した民間給与との均衡
・行政委員の報酬や特別職の退職手当の見直し

今後の主な課題



民間委託等の推進民間委託等の推進

○民間のノウハウや技術等を活用した民間委託の推進

１８人分職員の手当認定、旅費支給など庶務業務

１３人分県立病院における医事業務、総合案内業務等

７人分部長等の秘書業務

７人分就業等の相談業務

３人分電話交換業務

３人分畜産試験場等における体験学習、案内業務

３人分自治研修所における職員研修業務

４人分ふくい南青山２９１の物販・広報業務

１９人分県立大学における健康相談業務、司書業務等

人数業務

・平成１７年度から平成２２年度までに１４１人分の業務を民間委託

・物販・広報業務を委託したアンテナショップ「ふくい南青山２９１」における売上増など

民間ノウハウ導入によるサービスの向上

・職員が直接行うよりも約４億２４００万円の人件費削減効果（６年間）

【民間委託した主な業務】



○公共施設の管理運営の民営化を推進

・公の施設６７施設のうち３７施設に指定管理者制度導入（平成１７年度から）

・利用者数の増加や施設稼働率の向上、利用料金収入の増加などの効果

・指定管理者制度導入前に比べ、約６億９３００万円の管理経費を節減

※公の施設・・・文化施設、体育施設、公園など住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するた

めに設けた施設（地方自治法第２４４条）

※指定管理者制度・・・公の施設の管理者として、民間の事業者を含む法人その他の団体を指定できる制度。

多様化する住民ニーズにより効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に

民間の能力やノウハウを活用し、住民サービスの向上を図るとともに経費の縮減を図る

ことを目的としている。

・公共的業務を担うことが可能な主体が充実している中で、「民間にできることは民間に」という視
点での民間委託等の一層の推進
・既に民間委託等を行っている施設について、さらなる見直しの検討

今後の主な課題



【参考】指定管理者制度導入施設一覧（平成２２年４月１日現在）
施設名 指定管理者名 期間 指定年月日

1 福井県社会福祉センター
社会福祉法人福井県社会福
祉協議会

5年 H21.4.1

2 ふくい健康の森
財団法人福井県健康管理協
会

5年 H21.4.1

3
福井県児童科学館
（エンゼルランドふくい）

社会福祉法人福井県福祉事
業団

5年 H18.4.1

4
福井県立すこやかシルバー病
院

財団法人認知症高齢者医療
介護教育センター

5年 H18.4.1

5
福井県産業振興施設
（サンドーム福井）

財団法人福井県産業会館 ５年 H21.4.1

6 福井県国際交流会館
財団法人福井県国際交流協
会

5年 H21.4.1

7 テクノポート福井総合公園 財団法人福井県企業公社 5年 H21.4.1

8 福井県ふるさと海浜公園 株式会社おおい ５年 H18.4.1

9
福井県越前三国オートキャン
プ場

坂井市シルバー人材セン
ター・休暇村協会グループ

５年 H18.4.1

10 和田港若狭和田マリーナ 若狭高浜漁業協同組合 ５年 H18.4.1

11 小浜漁港指定管理施設 株式会社イワタ ５年 H18.4.1

12 福井県立馬術競技場 学校法人金井学園 ５年 H18.4.1

13 福井県立ライフル射撃場 福井県ライフル射撃協会 ５年 H18.4.1

14
福井県立アーチェリーセンター
　　　　　　クライミングセンター

福井県アーチェリー・クライミン
グ振興協議会

５年 H18.4.1

15
福井県立音楽堂
（ハーモニーホールふくい）

財団法人福井県文化振興事
業団

5年 H21.4.1

16 福井港九頭竜川ボートパーク 株式会社九頭竜川マリーナ ５年 H22.4.1

17 福井県県民ホール
アイリス・マインドアンドサウンド
ライフグループ

５年 H22.4.1

18 福井駅西口地下駐車場 福井駅前商店街振興組合
３年
６か月

H19.10.1

19
越前陶芸公園
（福井県陶芸館）

ＡＤＫグループ ５年 H21.4.1

区分

公
募
に
よ
り
選
定
し
た
施
設
（

１
９
施
設
）

施設名 指定管理者名 期間 指定年月日

20 福井県美山荘
社会福祉法人福井県福祉事
業団

3年 H21.4.1

21 福井県若越みどりの村
社会福祉法人福井県福祉事
業団

３年 H21.4.1

22
福井県心身障害者コロニー若
越ひかりの村

社会福祉法人福井県福祉事
業団

３年 H21.4.1

23
福井県若狭湾エネルギー研究
センター

財団法人若狭湾エネルギー研
究センター

５年 H18.4.1

24 福井県中小企業産業大学校
財団法人ふくい産業支援セン
ター

５年 H18.4.1

25 福井県産業情報センター
財団法人ふくい産業支援セン
ター

５年 H18.4.1

26 福井県すいせんの里 越前町 ５年 H18.4.1

27
福井県乳製品加工体験等施
設

大野市 ５年 H18.4.1

28 福井県もりの学園 越前町 ５年 H18.4.1

29 敦賀港金ヶ崎緑地 敦賀市 ５年 H18.4.1

30 若狭の里公園 小浜市 ５年 H18.4.1

31 若狭総合公園 小浜市 ５年 H18.4.1

32 奥越ふれあい公園 大野市 ５年 H18.4.1

33 トリムパークかなづ あわら市 ５年 H18.4.1

34 福井県立ホッケー場 越前町 ５年 H18.4.1

35 福井県こども家族館 おおい町
４年
８か月

H20.8.1

36 和田港成海緑地 おおい町
４年
８か月

H20.8.1

37
敦賀港鞠山南地区多目的国
際ターミナル

敦賀港国際ターミナル株式会
社

３年 H22.4.1

区分

施
設
の
目
的
等
に
よ
り
特
定
の
団
体
を
選
定
し
た
施
設
（

１
８
施
設
）



出先機関の見直し出先機関の見直し

○平成１９年度末 ９８機関

⇒ 平成２２年４月 ８０機関へ廃止・再編

Ｈ２２．３

Ｈ２２．４

Ｈ２２．４

Ｈ２１．４

Ｈ２０．４

Ｈ２０．１０

実施年月

課税および納税部門を福井県税事務所、
嶺南振興局（若狭税務部）に集約

県税事務所

再編し、県内６区域に１か所ずつ配置健康福祉センター、農林総合事務所、土木事務所

電気事業の売却に伴い廃止奥越発電制御所等

福井土木事務所に統合雪対策・建設技術研究所

水産試験場に統合栽培漁業センター、内水面総合センター

畜産試験場に統合奥越高原牧場、嶺南牧場

内容機関名

【廃止・統合した主な施設】

【出先機関数推移】
（単位：機関）

・組織の統廃合等従来の手法に加え、庶務業務など住民サービスの低下を招かない業務の
効率化
・試験研究機関における県民ニーズに即した研究などその役割、機能の検討

今後の主な課題

※小中学校、警察署を除く。

部門名 H20.3 H20.4 H20.10 H21.4 H22.4

試験研究機関 11 11 11 11 8

公の施設 22 22 22 21 22

工事・管理機関 19 19 19 18 14

法令等により設置が義
務付けられている機関

9 9 9 9 9

その他行政機関 37 32 29 27 27

合　計 98 93 90 86 80



【参考】 ○健康福祉センター、農林総合事務所、土木事務所、県税事務所の再編

■再編前 ■再編後

福井区域 ●福井県税 ●福井健福 ●福井農林 ●福井土木 福井区域 ●福井県税 ●福井健福 ●福井農林 ●福井土木

坂井区域 ●坂井県税 ●坂井健福 ●坂井農林 ●三国土木 坂井区域 △坂井県税相談室 ●坂井健福 ●坂井農林 ●三国土木

●大野県税 ●奥越健福 ●奥越農林 ●大野土木 △奥越県税相談室 ●●●●奥越健福奥越健福奥越健福奥越健福 ●奥越農林 ●●●●奥越土木奥越土木奥越土木奥越土木

△勝山分庁舎 ●勝山土木 △△△△勝山分庁舎勝山分庁舎勝山分庁舎勝山分庁舎

●南越県税 ●丹南健福 ●丹生農林 ●朝日土木 △丹南県税相談室 ●●●●丹南健福丹南健福丹南健福丹南健福 ●●●●丹南農林丹南農林丹南農林丹南農林 ●●●●丹南土木丹南土木丹南土木丹南土木

△丹生分庁舎 ●南越農林 ●鯖江土木 △△△△武生分庁舎武生分庁舎武生分庁舎武生分庁舎 △△△△丹生分庁舎丹生分庁舎丹生分庁舎丹生分庁舎 △△△△鯖江丹生分庁舎鯖江丹生分庁舎鯖江丹生分庁舎鯖江丹生分庁舎

△武生分庁舎 ●今立土木

●武生土木

二州区域 △二州分庁舎 ●二州健福 △二州分庁舎 ●敦賀土木 二州区域 △二州県税相談室 ●二州健福 △二州分庁舎 ●敦賀土木

（二州税務部） （二州農林部） （二州農林部）

若狭区域 ●嶺南振興局 ●若狭健福 ●嶺南振興局 ●小浜土木 若狭区域 ●嶺南振興局 ●若狭健福 ●嶺南振興局 ●小浜土木

（若狭税務部） 農業経営支援部 （税務部） 農業経営支援部

林業水産部 林業水産部

農村整備部 農村整備部

４事務所 ６事務所 ５事務所 １０事務所 １事務所、嶺南① ６事務所 ４事務所1分庁舎 ６事務所

嶺南①、１分庁舎 ３分庁舎 嶺南①、１分庁舎 ４県税相談室 １分庁舎 嶺南①、１分庁舎 ２分庁舎

(注）　●は、出先機関の配置を示す。△は、分庁舎を示す。 (注）　 ●は、出先機関の配置を示す。△は、分庁舎を示す。

丹南区域

嶺
南

丹南区域
丹
南

嶺
南

福
井
・
坂
井

丹
南

健康福祉センター 農林総合事務所 土木事務所県税事務所

奥
越

奥越区域

広域圏 ６区域

福
井
・
坂
井

奥
越

奥越区域

６区域広域圏県税事務所 健康福祉センター 農林総合事務所 土木事務所

○警察署
・丹生警察署を鯖江警察署に、今立警察署を越前警察署に再編
・福井警察署と永平寺警察署の再編を予定

○高等学校
・奥越総合産業高校（仮称）を平成２３年４月に開学予定



外郭団体等の見直し外郭団体等の見直し

○平成１７年度以降、 ２５団体から１７団体へ廃止・統合

○土地開発公社、住宅供給公社は、平成２２年度末に解散予定

○ふくい農林水産支援センターの林業部門（旧林業公社）について、今後の経営のあり
方を検討

・「経営見直しに係る庁内プロジェクトチーム会議」や法律、経営の専門家を含めた外部委員によ
る検討会を開催

【参考】平成２１年度末の状況

管理面積 １４，８８０ｈａ 借入金の状況 約４９７億円

○業務および財務、給与等に関する資料を公開、管理運営の適正化を推進
・全１７団体がホームページ上で公開

※外郭団体等とは

①土木三公社（土地開発公社、住宅供給公社、道路公社）

②県が資本金等の２分の１以上を出資している法人等

・県の人的・財政的関与の縮小など各団体の自立に向けた経営改善
・公益法人制度改革への対応（Ｈ25.11までに移行）
・ふくい農林水産支援センター（旧林業公社）の経営改善
・１７団体以外の出資法人への指導・監督

今後の主な課題



【参考】外郭団体数の推移

廃止（Ｈ19.4.30）

統合（Ｈ18.4.1）

統合（Ｈ17.4.1）

廃止（Ｈ17.4.1）

（財）福井県産業会館
に統合（Ｈ18.4.1）

統合（Ｈ17.4.1）

再編前

（財）福井県民会館

（財）ふくい女性財団

（財）福井県産業廃棄物処理公社

（社福）福井県福祉事業団

（社福）福井県社会福祉協議会

（財）福井県すこやか長寿財団

（財）痴呆性老人医療介護教育センター

（財）福井県健康管理協会

（財）福井県産業支援センター

（財）福井県中小企業産業大学校

(財）福井県デザインセンター

（財）芦原観光会館

（財）サンドーム福井

（財）福井県国際交流協会

（社）福井県林業公社

（財）福井県農業公社

（財）福井県農林漁業大学校

福井県土地開発公社

（財）福井県建設技術公社

福井県道路公社

（財）福井県下水道公社

福井県住宅供給公社

（財）福井県文化振興事業団

（財）福井県企業公社

（財）暴力団追放福井県民会議

２５団体

再編後（平成２２年４月１日現在）

　

（財）ふくい女性財団

（財）福井県産業廃棄物処理公社

（社福）福井県福祉事業団

（社福）福井県社会福祉協議会

（財）認知症高齢者医療介護教育センター

（財）福井県健康管理協会

（財）ふくい産業支援センター

（財）福井県国際交流協会

（社）ふくい農林水産支援センター

福井県土地開発公社

（財）福井県建設技術公社

福井県道路公社

（財）福井県下水道公社

福井県住宅供給公社

（財）福井県文化振興事業団

（財）福井県企業公社

（財）福井県暴力追放センター

１７団体



市町への権限移譲市町への権限移譲

○市町への権限移譲を推進（２２年４月現在 ５２事務）

【市町への移譲事務のうち主なもの】

・火薬類の譲受、消費の許可 ・悪臭に係る特定施設の届出の受理

・有害鳥獣の捕獲・飼養許可等 ・土地区画整理施行地区内の建築等の許可

・屋外広告物の許可・除去命令等 ・路外駐車場の設置等の届出の受理

○県と市町の役割分担を明確にするとともに、連携を強化

・市町が抱える重要課題を解決するための「市町振興プロジェクト」を支援

若狭塗箸等の地場産品のブランド力強化による地
域産業の活性化

御食国を全国に発信できる
まちづくり

Ｈ20～22小浜市

大学や永平寺等地域資源を活用した健康づくりの
推進

健康づくり「日本一」をめざし
たまちづくり

Ｈ20～22永平寺町

仁愛大学等の若者の力と文化・伝統産業を活用す
ることによる中心市街地の活性化

若者と文化・伝統産業が共
存するまちづくり

Ｈ20～22越前市

城下町の風情を再生し観光客を増加させることによ
り中心市街地を活性化

越前おおの城下町再生に向
けたまちづくり

Ｈ21～23大野市

杉原千畝をテーマとした資料館のＰＲ、「港町つるが
鉄道物語資料館」の整備を通した交流拠点づくり

港を活かした賑わいのあるま
ちづくり

Ｈ20～22敦賀市

大河ドラマ「江」を好機とした観光誘客の推進、まち
なか観光ホスピタリティの向上

～戦国時代から幕末～
歴史を感じるまちづくり

Ｈ22～24福井市

概要テーマ期間市町名

【市町振興プロジェクトの例】



幹事会

事務局（県税務課納税推進室）

【福井・坂井・奥越地区】
21年度：福井市・あわら市・坂井市
22年度：大野市・勝山市・永平寺町

共同徴収チーム

【丹南地区】
21年度：越前市・南越前町
22年度：鯖江市・池田町・越前町

【嶺南地区】
21年度：小浜市・高浜町・おおい町
22年度：敦賀市・美浜町・若狭町

県税務課納税推進室
・機構事務の取りまとめ ・引受案件の進行管理

運営委員会 基本方針、目標、事業計画策定

運営委員会の機能を補完

【福井県地方税滞納整理機構】

・県と１７市町で構成する「福井県地方税滞納整理機構」の設置

（２１年度実績 引受額 ５億８７４１万円 徴収額 １億６９５８万円）

・住民に身近なサービスをより身近な市町で受けられるよう、市町への権限移譲のさらなる推進
と推進に向けた市町への支援のあり方
・県・市町が共通して実施している業務に係る効率的な連携

今後の主な課題



財務管理の適正化財務管理の適正化

○歳出の合理化を推進
・経常的経費については、事務事業の見直しを徹底
・投資的経費については、重点化を図りつつ抑制

※経常的経費…人件費や物件費、維持補修費、扶助費など、毎年度継続して固定的に支出される経費
※投資的経費…道路や橋、公園、学校、公営住宅の建設など社会資本の整備に要する経費

【参考】事務事業見直しの年度別推移（一般財源ベース）

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

件 数 ２０４ ２２０ ２４７ １８３ １９５

削減額 ３２．６ ２８．８ ３０．８ ２２．３ ２０．１

（各年度当初予算、単位：件、億円）

○成果連動型予算の編成

・毎年度の成果目標を明確にし、達成度によって次年度以降の予算に反映させる

「成果連動型予算システム」を実施

歳出の合理化および事業の選択と集中



○ファシリティ（施設）マネジメントの考え方に基づく施設管理

・計画的な修繕による施設管理経費の平準化、施設の長寿命化

２２年度予算：橋梁（４７か所）の長寿命化対策の前倒し実施

県立学校等の県有施設（１０棟）の耐震化 等

・施設整備の抑制、現有施設の有効活用

例：旧県立図書館を活用し、「福井県立こども歴史文化館」を整備（H21.11開館））

○職員公舎の部局間での相互利用など有効活用

・知事部局の「木田職員住宅」の空き部屋を警察公舎として利用

施設管理の適正化



○一件審査による公共事業等の見直し

・国道４１６号大日峠道路を１．５車線化

・主要地方道勝山丸岡線を幅員縮減するローカルルールで整備 等

○コピー機の一括入札、長期継続契約等契約方法の見直しによる経費削減

・２０年度から３年間で１億２千万円の経費を削減

○情報システムの最適化による経費削減

・２１年度から２年間で約４億円経費を削減

※情報システムの最適化…統一的な管理方法を用いて、各部所ごとにバラバラに使われている情報システム
の一元化を進めることにより、最小の経費で最大の効果を挙げることができるように
すること

○毎年度開催している行事・イベントの見直し

・２０年度から３年間で１９件の行事・イベントを廃止・縮減

効率的な事務の執行・管理



○地方財政健全化法に基づき、健全化判断比率を算定、公表

・平成１９年度決算から

（２０年度決算の状況は、２３ページに記載）

○新地方公会計制度に基づく財務諸表を整備、資産と債務に関する情報開示を推進

・平成２０年度決算から

財務情報の公開の推進



○歳出の見直しにより、新規の県債発行を抑制
・２２年度当初予算では、２１年度当初予算より２１億円減少

○公共施設の耐用年数を踏まえ、償還期間を３０年とする長期債を導入
（平成１９年度から）
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臨時財政
対策債

合 計【参考】県債残高の推移

公債費の抑制



○大口・困難な案件の県税徴収を強化、インターネットを活用した公売の実施により県税
収入を確保

・インターネット公売の落札実績

２０年度 １１４件 １５６万円 ２１年度 ４５件 ９９万円

○コンビニでの県税収納（２０年５月～）や県立病院でのクレジットカードによる収納（２０
年１０月～）など納税や料金支払いの利便性向上

・自動車税コンビニ収納率 ２０年度 ２８．５％ ２１年度 ３４．０％

・クレジット収納 ２０年度 ４，１５１件 １１８百万円 ２１年度 １１，７１６件 ２７４百万円

○土地など県有財産のうち利用が見込まれないものの売却や貸付を推進

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 計

件数 土地１３件等 土地９件等 土地５件等 土地２７件等

売却実績 ２億８百万円 １億２百万円 １億４千万円 ４億５千万円

【参考】県有財産売却、貸付等の実績

歳入の確保



目標未達成 （単位：億円）【県債残高】

２２年度末見込① プラン目標額② 差引（①‐②）

県債残高 ８８８８，，，，８０１８０１８０１８０１ ８８８８，，，，２１１２１１２１１２１１ ５９０５９０５９０５９０

【基金残高】

２２年度末見込① プラン目標額② 差引（①‐②）

基金残高 １８９１８９１８９１８９ １０８１０８１０８１０８ ８１８１８１８１

目標達成

４００％

２５％

赤字８．７５％

赤字３．７５％

早期健全化基準決算確定値 全国順位

実質赤字比率 －（黒字）

連結実質赤字比率 －（黒字）

実質公債費比率 １３．３％ （２２位）

将来負担比率 ２３４．６％ （２２位）

【財政指標】（２０年度決算）

※実質赤字比率 ：当該年度の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すもの
連結実質赤字比率：当該年度の全ての会計の赤字や黒字を合算し、県全体としての赤字の程度を指標化し、県全体としての

運営の深刻度を示すもの
実質公債費比率 ：当該年度の借入金の返済額およびこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すもの
将来負担比率 ：当該年度における一般会計の借入金等、公社、三セクで将来支払っていく可能性のある負担等の現時点

での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すもの

財政指標の目標と財政収支見通し

・税収の落込みなど厳しい財政状況の中、歳出の一層の抑制や歳入確保の強化
・大型プロジェクトが見込まれる中、中長期的に健全で持続可能な財政基盤の確立

今後の主な課題


